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立法院は2025年4月18日に《産業革新条例》の一部

条文改正案を可決しました。従前の産業革新条例第

10条の1では、スマート機械、5Gモバイル通信システ

ムの導入、情報通信セキュリティ製品又はサービス

等への投資に対する租税優遇が定められ、2024年

末に施行期限が満了しました。今回、産業発展の需

要、科学技術の発展及びネット・ゼロカーボンのトレ

ンドに応じた、多様な技術革新を奨励するために、

租税優遇期間を2029年12月31日まで延長しました

(2025年1月1日より施行)。さらに、適用項目にAI製品

又はサービス、省エネ・炭素削減項目を追加し、投

資税額控除が適用できる支出金額の上限もNT$20

億まで引上げました。このほか、有限責任組合のパ

ススルー課税の基準及びエンジェル投資家の投資

金額の当年度個人所得総額からの控除等に関する

規定も改正されました。日系企業による適用も多い

第10条の1の投資税額控除関連規定に関する今回

の改正ポイントは以下の通りです。

 延長：租税優遇期間を2029年12月31日まで延長

(2025年1月1日より施行)

 拡大：適用範囲にAI及び省エネ・炭素削減項目を

追加し、適用申請金額を従前のNT$10億から

NT$20億まで引上げ

 継続：スマート機械、5Gモバイル通信システムの

導入、情報通信セキュリティ製品又はサービス等

への投資を継続適用対象に

 削除：スマート機械の定義を改正し、スマート機械

からIoT、リーン生産方式及びセンサーに係るス

マートテクノロジー要素を削除

 追加：新たにAI製品又はサービスを適用対象に

追加。これは機械学習アルゴリズム、深層学習ア

ルゴリズム、大規模言語モデル又は自然言語処

理のテクノロジー要素を用いて、人間の知能をエ

ミュレートして認知、学習及び推論を行い、各種

データの類型を大規模に利用し、産業に必要な

識別、分類又は生成等の各種応用を形成し、企

業の運営又は生産製造機能を最適化するハード

ウェア、ソフトウェア、技術又は技術サービスを指

す。

 追加：新たに省エネ・炭素削減を適用対象に追

加。これはエネルギー使用効率の向上、エネル

ギー又は資源の消耗の減少、さらに温室効果ガ

スの排出削減のため、公共の省エネ又は製造工

程改善の低炭素テクノロジー要素の運用を指す。

産業革新条例の一部条文改正－AI、炭素削減、投

資税額控除の適用範囲拡大及び施行期間延長
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産業革新条例の改正前後対照表

項目(条文) 改正前 改正後

施行日 2019/1/1～2024/12/31 2025/1/1～2029/12/31

設備投資

税額控除

(§10-1)

適用範囲

スマート機械

5Gシステム

情報通信セキュリティ製品又

はサービス

以上の新規ソフト・ハードウェ

ア、技術又は技術サービス関

連の導入

スマート機械

5Gシステム

情報通信セキュリティ製品又

はサービス

AI製品又はサービス

省エネ・炭素削減

以上の新規ソフト・ハードウェ

ア、技術又は技術サービス関

連の導入

控除支出範囲
年間支出額：NT$100万から

NT$10億

年間支出額：NT$100万から

NT$20億

 注意：特殊会計年度を採用する企業の2024年度

に含まれる2025年1月1日以降の期間にも適用が

可能。例えば、3月決算企業の場合、2024会計年

度の期間は2024年4月1日から2025年3月31日ま

でです。2025年1月1日から2025年3月31日までの

期間においてAIや炭素削減の関連投資を新規追

加した場合、新たな投資控除規定の適用が出来

ます。

KPMGの見解

本条例第10条の1に関連して、AI製品又はサービ

ス、省エネ・炭素削減項目が適用項目に追加され、

投資税額控除が適用できる支出金額の上限も

NT$20億まで引上げられました。なお、改正追加項

目の適用の可否は、企業の投資方針決定時点(即ち

注文日)に基づき判断し、実際の投資控除年度は、

企業の投資項目が納品完成し業務の用に投入され

た時点（納品年度）になります。

例えば、企業が2024年12月31日までにAI設備を注

文し、2025年1月31日に納品された場合、注文日が

今回の改正の発効(2025年1月1日)前であるため、 

2025年に納品されたものの、改正規定を適用するこ

とができません。
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